
防げる病気などで命を
奪われないこと。
病気やけがをしたら治
療を受けられることな
ど。

教育を受け、休んだり遊
んだりできること。
考えや信じることの自由
が守られ、自分らしく育
つことができることな
ど。

あらゆる種類の虐待や搾
取などから守られるこ
と。
障害のある子どもや少数
民族の子どもなどは特別
に守られることなど。

自由に意見を表したり、
集まってグループを作っ
たり自由な活動を行った
りできることなど。

１８歳になっていない人を子
どもとします。

すべての子どもは、みんな平
等にこの条約にある権利を
もっています。子どもは、国
のちがいや、男か女か、どの
ようなことばを使うか、どん
な宗教を信じているか、どん
な意見をもっているか、心や
からだに障害があるかない
か、お金持ちであるかない
か、などによって差別されま
せん。

第４条

子どもに関係のあることを行
うときには、子どもにもっと
もよいことは何かを第一に考
えなければなりません。

国は、この条約に書かれた権
利を守るために、できるかぎ
りのことをしなければなりま
せん。

1 生きる権利 2 育つ権利

国の義務

差別の禁止

●子どもの権利条約　日本ユニセフ協会抄訳●

1989年、世界中の子どもたちを守る大きな味方ができました!

  子どもの権利条約

  この条約は次の4つの子どもの権利を守ることを定めています。そして子どもにとって一番いいことは
何かということを考えなければならないとうたっているのです。日本も1994年にこの条約を批准しまし
た。

第１条 第２条子どもの定義

3 守られる権利 4 参加する権利

第３条 子どもにとってもっともよ
いことを

資料４



第５条

親(保護者)は、子どもの心や
からだの発達に応じて、適切
な指導をしなければなりませ
ん。 国は、親の指導する権
利を大切にしなければなりま
せん。

すべての子どもは、生きる権
利をもっています。国はその
権利を守るために、できるか
ぎりのことをしなければなり
ません。

子どもは、生まれたらすぐに
登録（出生届など）されなけ
ればなりません。 子ども
は、名前や国籍をもち、親を
知り、親に育ててもらう権利
をもっています。

国は、子どもの名前や国籍、
家族の関係がむやみにうばわ
れることのないように守らな
くてはなりません。もし、こ
れがうばわれたときには、国
はすぐにそれを元どおりにし
なければなりません。

子どもは、親といっしょにく
らす権利をもっています。た
だし、それが子どもにとって
よくない場合は、はなれてく
らすことも認められます。は
なれてくらすときにも、会っ
たり連絡したりすることがで
きます。

国は、はなればなれになって
いる家族がお互いが会いた
い、もう一度いっしょにくら
したい、と思うときには、で
きるだけ早く国を出たり入っ
たりすることができるように
扱わなければなりません。親
がちがう国に住んでいても、
子どもはいつでも親と連絡を
とることができます。

国は、子どもがむりやり国の
外へ連れ出されたり、自分の
国にもどれなくなったりしな
いようにしなければなりませ
ん。

子どもは、自分に関係のある
ことについて自由に自分の意
見を表す権利をもっていま
す。その意見は、子どもの発
達に応じて、じゅうぶん考慮
されなければなりません。

子どもは、自由な方法でいろ
いろな情報や考えを伝える権
利、知る権利をもっていま
す。ただし、ほかの人に迷惑
をかけてはなりません。

子どもは、思想・良心および
宗教の自由についての権利を
尊重されます。親（保護者）
は、このことについて、子ど
もの発達に応じた指導をする
権利および義務をもっていま
す。

第１３条 表現の自由 第１４条 思想・良心・宗教の自由

第１１条 よその国に連れさられない
権利

第１２条 意思を表す権利

名前・国籍・家族関係を
守る

第９条 親と引き離されない権利 第１０条 他の国にいる親と会える権
利

第７条 名前・国籍をもつ権利 第８条

親の指導を尊重 第６条 生きる権利・育つ権利



子どもは、ほかの人びとと自
由に集まって会をつくった
り、参加したりすることがで
きます。ただし、安全を守
り、きまりに反しないなど、
ほかの人に迷惑をかけてはな
りません。

子どもは、自分のこと、家族
のくらし、住んでいるとこ
ろ、電話や手紙など、人に知
られたくないときは、それを
守ることができます。また、
他人からほこりを傷つけられ
ない権利があります。

子どもは、自分の成長に役立
つ多くの情報を手に入れるこ
とができます。国は、マスメ
ディア（本・新聞・テレビな
ど）が、子どものためになる
情報を多く提供するようにす
すめ、子どもによくない情報
から子どもを守らなければな
りません。

子どもを育てる責任は、まず
その父母にあります。国はそ
の手助けをします。

親（保護者）が子どもを育て
ている間、どんなかたちであ
れ、子どもが暴力をふるわれ
たり、むごい扱いなどを受け
たりすることがないように、
国は子どもを守らなければな
りません。

子どもは、家族といっしょに
くらせなくなったときや、家
族からはなれた方がその子ど
もにとってよいときには、か
わりの保護者や家庭を用意し
てもらうなど、国から守って
もらうことができます。

子どもを養子にする場合に
は、その子どもにとって、
もっともよいことを考え、そ
の子どもや新しい父母のこと
をしっかり調べたうえで、国
や公の機関だけがそれを認め
ることができます。

ちがう宗教を信じているた
め、自分の国の政府と違う考
え方をしているため、また、
戦争や災害がおこったため
に、よその国にのがれた子ど
も（難民の子ども）は、その
国で守られ、援助を受けるこ
とができます。

心やからだに障害があって
も、その子どもの個性やほこ
りが傷つけられてはなりませ
ん。国は障害のある子どもも
充実してくらせるように、教
育やトレーニング、保健サー
ビスなどが受けられるように
しなければなりません。

国は、子どもがいつも健康で
いられるように、できるかぎ
りのことをしなければなりま
せん。子どもは、病気になっ
たときや、けがをしたときに
は、治療を受けることができ
ます。

第１５条 結社・集会の自由 第１６条 プライバシー・名誉は守ら
れる

第１７条 適切な情報の入手 第１８条 子どもの養育はまず親の責
任

第１９条 虐待・放任からの保護 第２０条 家庭を奪われた子どもの保
護

第２１条 養子縁組 第２２条 難民の子ども

第２３条 障害のあるこども 第２４条 健康・医療への権利



子どもは、心やからだの健康
をとりもどすために病院など
に入っているときに、その治
療やそこでの扱いがその子ど
もにとってよいものであるか
どうかを定期的に調べてもら
うことができます。

子どもやその家族が生活して
いくのにじゅうぶんなお金が
ないときには、国がお金をは
らうなどして、くらしを手助
けしなければなりません。

子どもは、心やからだのすこ
やかな成長に必要な生活を送
る権利をもっています。親
（保護者）はそのための第一
の責任者ですが、親の力だけ
で子どものくらしが守れない
ときは、国も協力します。

子どもには教育を受ける権利
があります。国はすべての子
どもが小学校に行けるように
しなければなりません。さら
に上の学校に進みたいときに
は、みんなにそのチャンスが
与えられなければなりませ
ん。学校のきまりは、人はだ
れでも人間として大切にされ
るという考え方からはずれる
ものであってはなりません。

教育は、子どもが自分のもっ
ているよいところをどんどん
のばしていくためのもので
す。教育によって、子どもが
自分も他の人もみんな同じよ
うに大切にされるということ
や、みんなとなかよくするこ
と、みんなの生きている地球
の自然の大切さなどを学べる
ようにしなければなりませ
ん。

少数民族の子どもや、もとか
らその土地に住んでいる人び
との子どもが、その民族の文
化や宗教、ことばをもつ権利
を、大切にしなければなりま
せん。

子どもは、休んだり、遊んだ
り、文化・芸術活動に参加す
る権利があります。

子どもは、むりやり働かされ
たり、そのために教育を受け
られなくなったり、心やから
だによくない仕事をさせられ
たりしないように守られる権
利があります。

国は、子どもが麻薬や覚せい
剤などを売ったり買ったり、
使ったりすることにまきこま
れないように守られなければ
なりません。

国は、子どもがポルノや売買
春などに利用されたり、性的
な暴力を受けたりすることの
ないように守らなければなり
ません。

第３３条 麻薬・覚せい剤などからの
保護

第３４条 性的搾取からの保護

第３１条 休み、遊ぶ権利 第３２条 経済的搾取・有害な労働か
らの保護

第２９条 教育の目的 第３０条 少数民族・先住民の子ども

第２７条 生活水準の確保 第２８条 教育を受ける権利

第２５条 病院などの施設に入ってい
る子ども

第２６条 社会保障を受ける権利



国は、子どもがゆうかいされ
たり、売り買いされたりする
ことのないように守らなけれ
ばなりません。

国は、どんなかたちでも、子
どもの幸せをうばって利益を
得るようなことから子どもを
守らなければなりません。

どんな子どもに対しても、ご
うもんやむごい扱いをしては
なりません。また、子どもを
死刑にしたり、死ぬまで刑務
所に入れたりすることは許さ
れません。もし、罪を犯して
たいほされても、人間らしく
年れいにあった扱いを受ける
権利があります。

国は、１５歳にならない子ど
もを兵士として戦場に連れて
いってはなりません。また、
戦争にまきこまれた子どもを
守るために、できることはす
べてしなければなりません。

子どもがほうっておかれた
り、むごいしうちを受けた
り、戦争にまきこまれたりし
たら、国はそういう子どもの
心やからだの傷をなおし、社
会にもどれるようにしなけれ
ばなりません。

国は、罪を犯したとされた子
どもが、人間の大切さを学
び、社会にもどったとき自分
自身の役割をしっかり果たせ
るようになることを考えて、
扱われなければなりません。

資料提供：財団法人日本ユニセフ協会

(HPアドレス：www.unicef.or.jp)

第３９条 犠牲になった子どもを守る 第４０条 子どもに関する司法

第３７条 ごうもん・死刑の禁止 第３８条 戦争からの保護

第３５条 ゆうかい・売買からの保護 第３６条 あらゆる搾取からの保護


